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１ ． 提言の趣旨  

 

カ ーボンニュ ート ラ ルの実現に向けた議論が国際的に加速する中、日本においても

政府、 自治体、 地域、 産業界など様々な枠組みによる 取り 組みの強化が進んでいる。 

中国地域はＣ Ｏ ２ 排出量の多い素材産業の割合が全国に比し て高く 、 副生ガスや化

石燃料等を 利用し た自家発電も 多い。 また、 地理的な特性を踏まえると 、 こ と 中国地

域は、 山々の谷間に広がる瀬戸内海沿岸部を 中心にコ ンビナート が東西へ点在し 、 こ

れに加えて、 南北へは、 中国山地を 中心と し た中山間地域が広く 分布し ている。  

 

こ のよ う に相対的にエネルギー密度の低い地域における カ ーボン ニュ ート ラ ルの

実現には、 関係する事業者が業界の枠組みを 超えて、 また行政や地域も 一体と なる取

り 組みが必要である。 特に電力や燃料のカ ーボンニュ ート ラ ル化は、 産業界と 地域社

会の共通のテーマであり 、 また、 対応すべき 課題は非常に多岐にわたる。  

 

こ う し た中、 2021 年 11 月、 中国地域における低炭素化の社会実装を促進する目

的で「 中国地域カ ーボンニュ ート ラ ル推進協議会」 を 設立し た。 本協議会の専門部

会である「 カ ーボンニュ ート ラ ル電力推進部会」 では、 多様な事業者による投資の

結果、 生み出さ れた価値が地域の中で確実に回収さ れ、 次の投資を生み出すと い

う 、 価値が循環するし く み、 いわゆる「 エコ システム」 の構築に向けた政策提言を

2023 年 11 月に実施し たと こ ろ である。  

 

一方、 カ ーボンニュ ート ラ ルの実現のためには、 再エネの普及拡大と いっ た電力

分野の脱炭素化に加えて、 広く 熱源と し て利用さ れ既存イ ンフ ラ も 整備さ れている

燃料のカ ーボンニュ ート ラ ル化が不可欠である。 こ の燃料転換にあたっ ては、 エネ

ルギーセキュ リ ティ を踏まえた多様化・ 国産化に基づく 供給安定性に加えて、 既存

イ ンフ ラ の活用と いっ た経済効率の視点も 重要であり 、 安価で経済成⻑ を伴う も の

でなければなら ない。 また時間軸の観点では、 技術革新と と も に、 特に水素関連施

設の整備には巨大なイ ンフ ラ 投資を 伴う こ と から 、 一足飛びに移行するわけではな

く 、 ト ラ ンジショ ン期の対応と し て既存技術の延⻑ 線上にある代替技術の開発・ 適

用も 重要と なっ てく る。  

 

こ う し た状況を 踏まえ、 国においては、 カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の導入に向

け、 水素社会推進法（ 脱炭素成⻑ 型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等

の供給及び利用の促進に関する法律） にて、 カ ーボンニュ ート ラ ル燃料を最初に輸
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入するフ ァ ースト ムーバーに対する「 既存化石燃料と の価格差」 および「 拠点整

備」 に対する支援の検討が進めら れている。  

一方、 将来にわたり カ ーボンニュ ート ラ ル燃料を 普及さ せるためには、 二次拠点

や二次拠点前後の輸送に係る整備に取り 組む事業者『 リ ージョ ナル・ ムーバー』 へ

の支援等、 相対的にエネルギー密度の低い地域に「 点から 線へ」「 線から 面へ」 と 効

率よく 広げていく こ と が重要であり 、 そのための課題解決が、 誰も 取り 残さ ない供

給体制を構築し 、 我が国全体と し てのカ ーボンニュ ート ラ ルを実現するための必須

条件と なる。  

 

本提言は、 こ う し た課題に対する対応策を検討するため、 中国地域カ ーボンニュ

ート ラ ル推進協議会 カ ーボンニュ ート ラ ル燃料推進部会にて決議し た政策提言で

ある。 既存燃料に比べてコ スト 高への対応や技術的課題を 克服する等ハード ルは高

いも のの、 諸外国に先駆けて我が国の産官学が英知を 結集し 一体と なっ て取り 組

み、 中国地域がモデルケースと なっ て燃料転換が進み、 ひいては我が国の継続的な

経済成⻑ へと つながる第一歩と なるこ と を 願っ てやまない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年 11 月 

カ ーボンニュ ート ラ ル燃料推進部会 部会⻑  田村 興造 

燃料アンモニア等分科会 分科会⻑  仲田 大輔 

ガス体エネルギー分科会 分科会⻑  佐野 智  

液 体 燃 料 分 科 会 分科会⻑  河﨑 豊  

中 国 経 済 連 合 会 専務理事 谷口 雅彦 

図 2050 年に向けて実現し たい燃料転換のイ メ ージ 
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２ ． 提  言 

カ ーボンニュ ート ラ ル燃料を 導入、 活用するための課題は、「 サプラ イ チェ ーン

構築」 および需要側の「 燃料転換」 の 2 つに分類さ れる。  

（ １ ）「 サプラ イ チェ ーン構築」 については、課題および方向性を 整理するため、

アンモニア等を 素材と し た「 燃料アンモニア等分科会」 を 設立。  

（ ２ ）「 燃料転換」 についても 、 同様に課題およ び方向性を 整理する ため、 e-

methane 等を素材と し た「 ガス体エネルギー分科会」、モビリ ティ 燃料を 素

材と し た「 液体燃料分科会」 を 設立。  

 

・ 各分科会の主な検討事項   

分科会名 主な検討事項 

燃料ア ン モ ニ ア 等

分科会 

・ 燃料アンモニア等のカ ーボンニュ ート ラ ル燃料に係る

サプラ イ チェ ーンを中心に課題や対応策を整理 

・ 中国地域の地理的特性を踏まえ、 主と し て二次拠点 

以降の整備に関する課題や対応策の検討およ びロード

マッ プを策定 

ガ ス 体エ ネ ルギー

分科会 

・ ガス体エネルギーに関する足元の状況整理 

・ 天然ガス（ LN G）・ LP ガスへの燃料転換に向けた課題

と 対応策の検討 

・ e-methane のサプラ イ チェ ーン構築に向けた課題と  

対応策の検討 

・ カ ーボンニュ ート ラ ル化に向けたロード マッ プの策定 

 ※既存の都市ガス（ LN G） イ ンフ ラ やガス機器を 利用

するこ と ができ 、効果的に CO 2 削減を 実現でき る e-

methane を 中心に検討 

液体燃料分科会 ・ 合成燃料（ e-fuel） に先行し て普及拡大が見込まれる 

バイ オ燃料の 2030 年までの需給拡大に向け、 将来的

な合成燃料の普及も 視野に入れたサプラ イ チェ ーン構

築に必要な対応策の検討、 およびロード マッ プの策定 

・ 制度構築や燃料製造の量産計画が進む「 空」 領域と 、

「 海」 および「 陸」 の３ 領域に分けてそれぞれを検討 
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こ れら 3 つの分科会においてそれぞれ議論を 深めてき た結果、 各分科会から 導

き 出さ れた共通課題は、「 規制緩和・ し く みづく り 」、「 補助金」 および「 税制の見

直し 」 の 3 項目であっ たこ と から 、 以下、 当該３ 項目に分けて提言を 示す。  

 

２ －１ ． 規制緩和・ し く みづく り  

（ １ ） カ ーボンニュ ート ラ ル燃料のサプラ イ チェ ーン構築について（ 燃料アンモニ

ア等分科会）  

① フ ァ ースト ムーバーの確保 

・  フ ァ ースト ムーバーの拠点整備支援については、 中国地方も 含め、 地域バラ

ンスのと れた拠点配置と すべき 。  

② 二次拠点の整備に向けた政策支援等のし く みづく り  

・  カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の普及には二次拠点以降の整備も 不可欠であり 、

その際は、 優先順位を 付けて官民の資源を集中的に投下するこ と が重要。 こ の

ため、 国主導による官民の連携推進が必要。  

・  また、 独占禁止法に抵触すると いっ た懸念が企業間連携の障壁と なら ないよ

う 、 独占禁止法に関する考え方やプロセスのさ ら なる明確化・ 明示化が必要。  

③ 官民の用地やイ ンフ ラ 、 機能を共有する事業者に対する負担等の軽減に向け

たし く みづく り  

・  国・ 自治体と 民間企業が協力し 、 受入基地近隣にカ ーボンニュ ート ラ ル燃料

の貯蔵設備用地を 確保するし く みが必要。  

④ 内航船の共同運用における法整備（ 大型化・ 規格統一、 安全運航のためのル

ール）  

・  船舶の大型化や規格の統一、 港湾の規格の統一等により 、 一度に複数の港湾

への搬送を 可能と する等、 効率的な輸送体制の構築が必要。  

⑤ 国主導によるカ ーボンニュ ート ラ ル燃料の量の確保に向けたし く みづく り

（ 2030 年以降）  

・  カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の安定供給のため、 国による燃料の確保、 および

セカ ンド ムーバーに向けた拠点整備支援および価格差支援等、 切れ目のない継

続的な支援が必要。  

・  また、 カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の供給途絶リ スク を低減するため、 国家石

油備蓄基地や国家石油ガス備蓄基地と 同様の国家備蓄のし く みづく り も 必要。  

⑥ 既存の工業炉にアンモニアを 混焼・ 専焼する場合の保安等ルール整備（ 2030

年以降）  

・  アンモニア専焼工業炉の 2030 年代前半の実用化に向け、 大量のアンモニア
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利用に必要な保安等ルールの整備や数多く の利用者に対する的確な周知が必

要。  

 

（ ２ ） ガス体エネルギーの燃料転換について（ ガス体エネルギー分科会）  

① 国内制度における e-methane の環境価値確立 

・  e-methane の利用時に排出さ れる CO 2 の取扱いについては、 CO 2 回収側に

対するイ ンセンティ ブを十分考慮し たう えで、 ルール整備が必要。  

・  また、 ク リ ーンガス証書についても 、 他の証書制度と 同様に、 温室効果ガス

排出量算定・ 報告・ 公表制度への対象と すべき 。  

 

（ ３ ） 液体燃料の燃料転換について（ 液体燃料分科会）  

【 空に関するモビリ ティ ： 航空機等】  

① 地方空港におけるサプラ イ チェ ーン構築に向けた検証と ロード マッ プ策定に

係る国の指針 

・  世界的に SAF1総量が不足する中、 航空会社は国際航空の脱炭素枠組みへの

対応と し て国際線優先で SAF 使用が必要だが、 将来的な国内の脱炭素化に

向け、 地方空港においても SAF が確実に供給・ 利用さ れる体制整備のた

め、 地方空港における SAF のサプラ イ チェ ーン構築に向けた検証と ロード

マッ プの策定、 国産 SAF の実現・ 安定供給に向けた追加支援が必要。  

② マスバラ ンス方式など国際的な G H G 排出量削減量の移転ルールの整備 

・  空港の地理的条件等により 、 SAF 調達が難し いケースがあるこ と から 、 明確

かつ簡便な GH G 削減量の認定基準を整備すると と も に、 マスバラ ンス方式

等により GH G 削減価値(ク レ ジッ ト )を移転する方法の検討が必要。  

 

【 海に関するモビリ ティ ： 船舶（ 内航船） 等】  

① カ ーボンニュ ート ラ ル燃料種類(FAM E2、 H VO 3など)やカ ーボンニュ ート ラ

ル燃料混和率を定め利用を義務化 

・  既存運航船での燃料転換による削減目標の具体性が欠けており 、 船舶で優先

的に使用すべき カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の種類、 混和率やその証明手法も

厳格な規定がない。 地域を 跨いで運行さ れる内航船において、 燃料種類の方

 

1 SAF： Sustainable Aviation Fuel（ 持続可能な航空燃料）  

2 FAM E： Fatty Acid M ethyl Ester（ 脂肪酸メ チルエステル）  

3 H VO： H ydrotreated Vegetable O il（ 水素化植物油）  
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針を 定め、 航空業界同様、 供給体制や原料調達スキームへの支援を 前提に、

バイ オ燃料等の供給義務化や燃料転換による削減率（ バイ オ燃料混和率） の

規制導入が必要。  

・  各地域でのカ ーボンニュ ート ラ ル燃料の十分な供給体制が課題であり 、 国内

における廃食用油回収スキーム構築に向けた地方自治体と 企業の連携を 後押

し する支援が必要。  

・  国土交通省「 船舶におけるバイ オ燃料取り 扱いガイ ド ラ イ ン」 による実証実

験に基づく バイ オ燃料使用に関する品質確認の結果周知や、 実証に基づく 混

合率等の上限を 品確法（ 揮発油等の品質の確保等に関する法律） で定義が必

要。  

② マスバラ ンス方式など国際的な CO 2 認定ルールの整備 

・  燃料油へのバイ オ燃料の混和に関し CO 2 削減認定のルールがない。 多数に

上るカ ーボンニュ ート ラ ル燃料購買者（ 船主、 運航者） ごと に CO 2 削減量

を算出するこ と は非効率であり 、 燃料元売り の段階でマスバラ ンス方式によ

り CO 2 削減量をク レジッ ト 化し て、 こ れを 利用するこ と で削減効果と みな

せるよう な制度の創出が必要。  

③ 岸壁から のカ ーボンニュ ート ラ ル燃料を 直接給油可能と する制度や規制緩和

の整備 

・  港湾内でバンカ リ ング可能なタ ンク は既存の油種で占有さ れ、 タ ンク の新設

には追加設備投資が必要と なる。 普及初期における現実的な選択肢と し て、

岸壁に停車し たタ ンク ローリ ー等から 船舶へ直接給油でき るよう 、 法令解釈

の整備と 窓口の一本化が必要。  

 

【 陸に関するモビリ ティ ： 気動車、 ト ラ ッ ク 、 バス、 建機等】  

① 軽油と H VO100 の混和や譲渡における 規制緩和（ 軽油認定含む）  

・  現状、 軽油と H VO を混和および譲渡する場合に都道府県知事の承認が必要

であり 、 手続き の煩雑さ や軽油車両への H VO 混和の制約が市場拡大を 妨げ

る一因と なっ ている。 その為、 都道府県知事への承認を 不要と するか、 承認

手続き を 大幅に簡素化する、 または、 H VO を税制上で軽油（ 若し く は軽油

同等） と し て認定するこ と が必要。  

②  公共工事入札条件に対する H VO 利用の反映 

・  公共工事入札においては、 現状でも 応札者(施工業者)側の各種カ ーボンニュ

ート ラ ル取り 組みが加点要素にはなるが、 H VO を使う 場合は工事コ スト が

大幅に上がり 逸注する為に H VO の使用拡大に繋がっ ていない。 公共工事に
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おいて、 H VO 供給体制や原料調達スキームへの支援を 前提に、（ H VO 利用

可能な） 全ての建設工事機械への H VO 利用を必須と し 、 入札条件化が必

要。  

③  H VO の利用や混和義務化 

・  日本の N D C4の達成に向けてモビリ ティ 燃料を 石油系燃料から カ ーボンニュ

ート ラ ル燃料への段階的な転換と 需要規模の拡大が課題と なっ ているが、 具

体的なカ ーボンニュ ート ラ ル燃料の需要拡大目標や施策は講じ ら れていな

い。 利用者に対し ては軽油使用量の一部を H VO に代替するこ と 、 も し く

は、 供給者に対し て軽油に H VO を 混和し て供給するこ と を 義務化が必要。  

④ マスバラ ンス方式など国際的な CO 2 認定ルールの整備 

・  H VO の需要拡大に繋げるため、 供給に対し て、 マスバラ ンス方式などの国

際的な CO 2 認定ルールの整備が必要。  

⑤ H VO100 および混和燃料の JIS 規格化 

・  現状、 H VO100 および H VO 混和燃料に関する規格が未整備であり 、 需要拡

大の阻害要因と なっ ているこ と から 、 規格化が必要。  

⑥ H VO のエネルギー基本計画内での言及・ 位置付け 

・  運輸部門における燃料の脱炭素化と し て、 “バイ オ燃料や合成燃料等” “バ

イ オエタ ノ ールやバイ オディ ーゼル” と の記載のみで、 H VO に関する積極

的な記載がない。 次期エネルギー基本計画内で、 運輸部門における燃料脱炭

素化の有効な手段と し て H VO の位置が必要。  

 

２ －２ ． 補助金 

（ １ ） カ ーボンニュ ート ラ ル燃料のサプラ イ チェ ーン構築について（ 燃料アンモニ

ア等分科会）  

① 中国地方の燃料アンモニアサプラ イ チェ ーンの形成に係る設備投資への支援 

・  サプラ イ チェ ーン全体のカ ーボンニュ ート ラ ル化に向け、 フ ァ ースト ムーバ

ー同様、 民間二次拠点の整備および二次拠点から 需要家までのサプラ イ チェ ー

ン構築に向けた支援が必要。  

② アンモニア専焼炉の開発に対する支援 

・  アンモニア専焼ガスタ ービンおよびバーナーのスケールアッ プのための 

開発、 アンモニア専焼工業炉における熱加工ニーズへの対応等、 研究・ 開発の

 

4 N D C： N ationally D eterm ined Contribution（ パリ 協定に基づき 各国が提出する義務のある

「 国が決定する貢献」）  
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ための国・ 自治体から の継続的な支援が必要。  

③ アンモニア専焼設備の導入に対する支援（ 2030 年以降）  

・  ト ラ ンジショ ンを 速やかに推進し ていく ため、 事業者によるカ ーボンニュ ー

ト ラ ル燃料専焼機器への更新等に対する 支援が必要。  

 

（ ２ ） ガス体エネルギーの燃料転換について（ ガス体エネルギー分科会）  

① ト ラ ンジショ ン 期における石炭等から LN G・ LP ガスへの燃料転換に資する

補助金の創設 

・  燃料転換の促進のための、 地域の産業立地の実態を 踏まえたサテラ イ ト 設備

整備やローリ ー輸送コ スト に対する燃料転換補助金の創設と 拡充。  

・  GX 経済移行債による製造業の大規模燃料転換支援の継続と 拡充に加えて、

中小企業に対する燃料転換支援のための、「 SH IFT 事業5」 の対象拡大による支

援。  

② 国内での e-methane 製造支援 

・  副生水素と CO 2 を 活用し た国内 e-methane 製造のための、 プラ ント の建

設・ 運転に係る費用および原料の調達・ 貯蔵等への支援など広範囲の補助金制

度の創設。  

③ 石炭等から LN G・ LP ガスへの燃料転換に資する補助金の継続（ 2030 年以

降）  

・  カ ーボンニュ ート ラ ルへの取り 組みの継続のため、 地域の産業立地の実態を

踏まえた継続し た燃料転換補助金が必要。  

④ e-methane の導入・ 普及に向けた中⻑ 期的な支援（ 2030 年以降）  

・  フ ァ ースト プロジェ ク ト に対する支援だけでなく 、 2030 年以降も 地方のガ

ス事業者への e-methane 製造拠点の整備、 調達が可能な継続し た支援が必要。  

⑤ e-methane のサプラ イ チェ ーンの構築（ 2030 年以降）  

・  将来的には企業間連携と と も に、 国内外メ タ ネーショ ンを 組み合わせたサプ

ラ イ チェ ーンの複線化が求めら れており 、 こ のための支援策と し て既存燃料と

の価格差支援等の継続し た補助金制度が必要。  

 

（ ３ ） 液体燃料の燃料転換について（ 液体燃料分科会）  

【 空に関するモビリ ティ ： 航空機等】  

① 国産 SAF と ジェ ッ ト 燃料の燃料費差を埋める補助 

 

5 SH IFT 事業： 環境省「 工場・ 事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業」  
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・  SAF 製造側に対する初期投資や製造過程のラ ンニングコ スト への支援を、 業

界団体が要望し ているこ と から 、 SAF のジェ ッ ト 燃料と の値差に着目し た利

用側への導入イ ンセンティ ブ、 導入促進策（ Scope3 の需要創出等） が必

要。  

② 国産 SAF 製造に係る初期投資、 製造ラ ンニングコ スト への補助継続と 更なる

支援 

・  令和 6 年度に GX 移行債を 原資と し た SAF の製造・ 供給体制構築支援

（ CAPEX 支援） や、 SAF の生産・ 販売量に応じ た税額控除措置（ 戦略分野

国内生産促進税制） 等の支援措置がなさ れたが、 更なる製造側支援の深堀

（ 貯油タ ンク 、 製造等初期投資（ CAPEX 支援)/製造過程ラ ンニングコ スト

への支援（ OPEX 支援）、 SAF 原料（ 油脂やエタ ノ ールなど） 調達への支

援、 戦略物資税制の拡充等） が必要。  

・  原料調達において、 日本のエネルギーセキュ リ ティ を踏まえた支援が未整備

であるこ と から 、 国内未利用原料活用に向けた設備投資支援、 輸入原料と の

価格差支援が必要。  

 ③ 輸入 SAF 受入・ 供給網の整備 

・  2030 年までに SAF 需要量は国産 SAF 供給量を 上回る可能性があるこ と か

ら 、 海外から の製品輸入で補填する必要がある。 2024 年夏にと り まと めら

れた「 航空燃料供給不足に対する行動計画」 における航空燃料の受入・ 供給

体制の構築に資する、 桟橋、 タ ンク 、 品質調整剤添加装置、 ローリ ー等の受

入拠点への設備投資補助は、 輸入 SAF 受入・ 供給のサプラ イ チェ ーン強化

を包括し た支援が必要。  

④ 輸入 SAF の燃料費差を埋める補助 

・  2030 年以降も 想定さ れる航空燃料の需要増に対し 、 輸入 SAF による補完が

不可欠である。 価格補助のある国産 SAF と の価格差が、 安定供給への障害

と なり う るこ と から 、 国産 SAF と の値差が発生し た場合は国産 SAF と 同程

度と なる価格補助が必要。  

 

【 海に関するモビリ ティ ： 船舶（ 内航船） 等】  

① カ ーボンニュ ート ラ ル燃料単価と 重油・ 軽油に対する価格差縮小の支援 

・  現状、 バイ オディ ーゼル燃料の価格が高いこ と から 、 既存燃料と の価格差補

助が必要。  

② サプラ イ チェ ーン構築に伴う 設備投資支援（ タ ンク 、 ローリ ーなど）  

・  FAM E や H VO の導入初期段階では需要規模が限定的で既存燃料と は別の設
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備導入に投資が必要と なる。 H VO は SAF を 生産する際に併産さ れるこ と か

ら 、 SAF 国産化の事業性を 担保するには SAF 製造拠点から H VO を 利活用

するこ と が重要。 こ のため、 燃料供給事業者の H VO 用タ ンク 、 出荷配管・

設備の設置に対する投資支援が必要。  

 

【 陸に関するモビリ ティ ： 気動車、 ト ラ ッ ク 、 バス、 建機等】  

①  H VO 燃料単価と 軽油に対する価格差縮小の支援 

・  H VO の原料である廃食用油の国際価格は軽油価格より 高く 、 国内における

需要は立ち上がら ず投資が行われていない。 こ のため、 H VO の需要拡大の

ための軽油と の価格差縮小に向けた支援や補填が必要。  

② サプラ イ チェ ーン構築に伴う 設備投資支援（ タ ンク 、 ローリ ーなど）  

・  H VO は SAF を 生産する際に併産さ れるこ と から 、 SAF 国産化の事業性を 担

保するには SAF 製造拠点から H VO を 利活用するこ と が重要。 現状では

H VO の需要が少なく 、 設備投資の採算が合わないため、 燃料供給事業者へ

の H VO 用タ ンク 、 出荷配管・ 設備の設置に対する投資への支援が必要。  

 

２ －３ ． 税制 

（ ３ ） 液体燃料の燃料転換について（ 液体燃料分科会）  

【 陸に関するモビリ ティ ： 気動車、 ト ラ ッ ク 、 バス、 建機等】  

①  H VO 利用による 免税措置  

・  環境対策のための燃料転換のため、 H VO の取扱いにおいては、 すべから

く 、 軽油引取税の免税対象化が必要。  
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３ ． 提言の実現に向けた具体的な要望項目 

 

 一口にカ ーボンニュ ート ラ ル燃料と いっ ても 、 その分類は多種多様であり 、 かつ

個々の技術開発の進捗は異なるこ と から 、 提言を実施するにあたっ ては論点を絞る

こ と と し 、 こ こ では以下を前提と し てと り まと めを 実施し た。  

 

・ 前提条件 

時間軸 ・ 国の政策に係る議論を踏まえ、 2030 年（ 国の温室効果ガス排

出削減目標年度） を区切り に、 25－30 年（ 至近の対応） と

30 年以降（ 中⻑ 期の対応） の期間に分ける。  

サプラ イ チェ ーンの

範囲 

・ 調達先の国内外を問わず、 原料（ 水素・ アンモニア・ e-

methane・ 次世代バイ オ燃料等） が中国地域の拠点に調達さ

れるも のと する。  

・ 一次受入や国内製造などから の輸送、 貯蔵、 利用までの範囲 

国の政策課題への合

致 

・ 国の政策と の整合性を図ると と も に、 中国地域の課題を踏ま

えつつ他地域へも 展開可能なも のであるこ と 。  

提言の範囲 ・ 利害関係者が国内外に多数存在するルール形成は除外 

 

こ れら を 前提に、 国の温室効果ガス排出削減目標である 2030 年を 区切り と し て、

至近の対応が必要な項目を、 それぞれ「 規制緩和・ し く みづく り 」「 補助金」「 税

制」 に区分し て、 以下に示す。  

なお、 2030 年以降に必要と なる項目については、 P29 以降を参照さ れたい。  
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３ －１ ． 規制緩和・ し く みづく り  

（ １ ） カ ーボンニュ ート ラ ル燃料のサプラ イ チェ ーン構築について 

（ 燃料アンモニア等分科会）  

① フ ァ ースト ムーバーの確保 

(現状・ 課題) 

・ 国内のエネルギー起源 CO 2 排出量の約 45% は産業部門によるも のであり 、 中

国地方における産業部門のエネルギー起源 CO 2 排出量は、 国内の産業部門で

排出さ れる CO 2 の約 19% と 、 中国地方（ 特に瀬戸内海沿岸部） の CO 2 排出量

削減は喫緊の課題である。  

・ 日本国内のカ ーボンニュ ート ラ ル化を進める中で、 中国地方のカ ーボンニュ ー

ト ラ ル化の持つ意義は大き い。 水素・ アンモニア政策小委員会「 中間と り まと

め（ 令和 6 年 1 月 29 日）」 によると フ ァ ースト ムーバーの拠点整備支援につ

いては、 大都市圏を中心に大規模拠点３ か所程度、 地域に分散し た中規模拠点

５ か所程度を 目安と し て整備すると さ れている。  

(提言内容) 

・ 拠点整備にあたっ ては、 二次輸送の効率性を加味し つつ、 特定の地域に偏るこ

と なく 、 中国地方を含めた地域バラ ンスのと れた配置が必要。  

(効果) 

・ 二次輸送等を 考慮し た効率的・ 効果的なサプラ イ チェ ーンの構築が可能と な

り 、 結果と し てカ ーボンニュ ート ラ ル燃料のコ スト 低減に繋がる。  

 

② 二次拠点の整備に向けた政策支援等のし く みづく り  

(現状・ 課題) 

・ 中国地域（ 瀬戸内海沿岸部） は東西に細⻑ く 、 エネルギーの大量消費地が分散

し ており 、 燃料アンモニアを はじ めと し たカ ーボンニュ ート ラ ル燃料の普及に

は、 従前と 同様に内航船を活用し た二次拠点への輸送が行われる可能性が大き

いと 考えら れ、 二次拠点の整備および内航船等を利用し た二次輸送について

は、 官民および民民による多軸の連携が求めら れる。  

・ また、 多軸の連携を効果的に機能さ せるためには、 中国地域内における二次拠

点整備に優先順位を付け、 官民の資源を 集中的に投下するこ と が大切である。  

・ なお、 こ のよう な取り 組みが独占禁止法に抵触する虞があると いっ た懸念か

ら 、 企業が連携を ためら う こ と も あり 得る。  

(提言内容) 

・ 二次拠点以降の整備においては、 多軸の連携を 効果的に機能さ せると と も に、
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優先順位を 付けた官民の資源を集中投下するため、 国主導による官民の連携推

進を図るこ と が重要。  

・ また、 民間二次拠点の整備および二次拠点から 需要家までのサプラ イ チェ ーン

の整備には、 こ れら の整備に取り 組む事業者『 リ ージョ ナル・ ムーバー』 に対

するフ ァ ースト ムーバー同様の支援等が必要。  

・ 独占禁止法に抵触すると いっ た懸念が企業間連携の障壁と なら ないよう 、 独占

禁止法に関する考え方やプロセスのさ ら なる明確化・ 明示化が必要。  

(効果) 

・ 多軸の連携を 機能さ せつつ、 官民の資源を 集中的に投下するこ と により 、 効率

的・ 効果的なサプラ イ チェ ーンの構築が可能と なる。  

 

③ 官民の用地やイ ンフ ラ 、 機能を共有する事業者に対する負担等の軽

減に向けたし く みづく り  

(現状・ 課題) 

・ 燃料のト ラ ンジショ ン期、 カ ーボンニュ ート ラ ル燃料受入基地は、 既存化石燃

料貯蔵設備と カ ーボンニュ ート ラ ル燃料貯蔵設備の両方を 設置するこ と が求め

ら れるなか、 受入基地敷地内には空き 地が少なく 、 新たにカ ーボンニュ ート ラ

ル燃料の貯蔵設備を設けるこ と は困難である。  

・ また、 アンモニアは劇物であるため、 従前より 生産地、 貯蔵地および消費地そ

れぞれに保安に係る規制があり 、 設置者が異なる生産地、 貯蔵地および消費地

の３ つが隣接し ている場合、 それぞれの事業者で保安を実施するのは非効率で

ある。  

(提言内容) 

・ 国・ 自治体と 民間企業が協力し 、 受入基地近隣にカ ーボンニュ ート ラ ル燃料の

貯蔵設備用地（ あるいは洋上貯蔵設備） を確保するし く みの構築。  

・ 隣接する事業者による共同保安体制構築のための法整備。  

(効果) 

・ 貯蔵設備用地の円滑な確保によるカ ーボンニュ ート ラ ル燃料の早期普及促進。  

・ 保安体制の充実による保安防災の確保および効率的な燃料運用の構築。  

 

④ 内航船の共同運用における法整備（ 大型化・ 規格統一、 安全運航の

ためのルール）  

(現状・ 課題) 

・ 中国地域（ 瀬戸内海沿岸部） では、 石炭等の既存化石燃料を内航船により 搬送
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し ているが、 内航船の仕様等は船会社と 荷主の間で決定さ れており 、 港湾およ

び内航船の規格や運用が統一さ れていない。 また、 港湾の水深やド ッ ク の⻑ さ

により 入港でき ない船も あり 、 全体と し て、 一層の効率的な運用が期待さ れて

いる。  

(提言内容) 

・ カ ーボンニュ ート ラ ル燃料を 効率よく 輸送するために、 船舶の大型化や規格の

統一、 港湾の規格の統一等により 、 一度に複数の港湾への搬送を 可能と する

等、 効率的な輸送体制の構築が必要。  

(効果) 

・ 輸送効率の向上による運用性の向上と コ スト 低減。  

 

（ ２ ） ガス体エネルギーの燃料転換について（ ガス体エネルギー分科

会）  

① 国内制度における e-methane の環境価値確立 

(現状・ 課題) 

・ e-methane 含むカ ーボンリ サイ ク ル燃料は、 製造時に回収 CO 2 を用い、 利 

用時に CO 2 が排出さ れる。  

・ そのため、 e-methane の導入・ 利用促進に向けては、 利用時に排出さ れる

CO 2 の取扱いに関し てルール整備を行う こ と が重要。  

(提言内容) 

・ CO 2 の原排出者側と 利用者側でダブルカ ウント になら ない、 かつ、 CO 2 回 

収側に対するイ ン センティ ブも 含めたルール整備が必要。  

・ また、 ク リ ーンガス証書について、 他の証書制度と 同様に、 温室効果ガス排 

出量算定・ 報告・ 公表制度への対象と するこ と が必要。  

(効果) 

・ 環境価値の帰属先を明確と するこ と による投資イ ンセンティ ブ喚起。  

・ 国際的な CO 2 削減効果算定のルール化に向けた布石。  

 

（ ３ ） 液体燃料の燃料転換について（ 液体燃料分科会）  

【 空に関するモビリ ティ ： 航空機等】  

① 地方空港におけるサプラ イ チェ ーン構築に向けた検証と ロード マッ

プ策定に係る国の指針 

(現状・ 課題) 
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  航空分野における脱炭素は「 国内航空」 と 「 国際航空」 ２ つの枠組みに分か

れており 、 国際航空は CORSIA(国際民間航空機関(ICAO )が策定し た航空業

界の温室効果ガス(GH G)排出量削減に関する枠組み)の中で、 2019 年実績

85% をベースラ イ ンと し た超過排出量のオフ セッ ト 義務が課せら れるこ と が

決めら れている。  

  主たる脱炭素手段である SAF は国内製造に向けて、「 SAF 導入促進に向けた

官民協議会」 おいて SAF 供給量の量的な目標/規模の検討が進めら れ、 我が国

全体で目指す供給量は(2030 年時点で)「 2019 年度に日本国内で生産・ 供給さ

れたジェ ッ ト 燃料の GH G 排出量の 5% 相当量以上」 と する目標(案)が提示さ

れている。  

  CORSIA のオフ セッ ト に使用可能な CORSIA 適格 SAF(CEF)は世界規模で製

造が追いついておら ず数量不足の状況にあり 、 国内においても プラ ント 建設

の資材高騰や人手不足等の影響により 、 量産開始が 2020 年代後半になるこ と

が見込まれている。  

  現状、 航空会社は CEF を CORSIA 履行の為に国際線を 優先し て SAF を使用

せざるを得ない状況。 一方、 観光立国に向けた訪日拡大においては、 オーバー

ツーリ ズムの観点から も 地方分散に備えた空港の航空ネッ ト ワーク の維持・ 強

化が必要であり 、 特に国際線誘致の観点より 、 将来を 見据えては、 地方空港に

おいても SAF が確実に供給・ 利用さ れる体制整備が必要。  

(提言内容) 

  地方空港における SAF のサプラ イ チェ ーン構築に向けた検証と ロード マッ プ

策定が必要。  

(効果) 

  地方経済圏に於ける GH G 削減取り 組み機運の醸成、 地方空港における国際

航空路線の維持・ 拡張、 地球環境意識の高い海外資本の投資誘致、 海外イ ン

バウンド 需要の取り 込みによる経済効果 

 

② マスバラ ンス方式など国際的な GH G 排出量削減量の移転ルールの

整備 

(現状・ 課題) 

  国内全空港拠点に SAF を 現物供給する運用の場合、 SAF 製造拠点から 地理的

に離れた空港や給油イ ンフ ラ が脆弱な小規模空港では、 SAF 調達に著し い不

利が生じ る。  
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  海外や国内遠隔地の製油所で製造さ れた SAF を 輸送し て使用する場合の、

GH G 削減量の基準整備が必要。 拠点毎に GH G 削減量が異なる場合には、 削

減量測定作業が極めて煩雑と なり 、 また SAF 製造拠点から 離れた空港では

GH G 削減効果が不利と なる。  

(提言内容) 

  明確かつ簡便な GH G 削減量の認定基準の整備が必要。  

  マスバラ ンス方式や、 ブッ ク ＆ク レ ーム方式で GH G 削減価値(ク レ ジッ ト )を

移転する方法が必要。  

(効果) 

・ 現物 SAF の輸送に関わる GH G 排出量の削減、 給油イ ンフ ラ 設備費用の削

減、 市場拡大。  

 

【 海に関するモビリ ティ ： 船舶等】  

① カ ーボンニュ ート ラ ル燃料種類(FAM E、 H VO など)やカ ーボンニ

ュ ート ラ ル燃料混和率を定め利用を義務化 

(現状・ 課題) 

・ 2030 年度までの内航海運 CO 2 排出削減目標は 2013 年度比で 181 万 t-CO 2(約

17％減)の削減を 目指し ているが、 既存運航船での省エネ・ 省 CO 2 化の方法の

一つである燃料転換による削減が、 どの程度目標と さ れるか具体性に欠けてい

る。 船舶で優先的に使用すべき カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の種類、 混和率やそ

の証明手法も 厳格な規定がないこ と が課題である。  

・ また、 内航船はその多く が国内各地域を またいで運航さ れるため、 補油場所が

中国地域内に限定さ れず、 各地域でのカ ーボンニュ ート ラ ル燃料の十分な供給

体制が課題と なる。 (カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の使用が義務付けではないた

め特定地域でカ ーボンニュ ート ラ ル燃料の供給体制を 整えても 価格が高いと 敬

遠さ れ従来型燃料が使われるこ と になっ てし まう )  

・ 国土交通省「 船舶におけるバイ オ燃料取り 扱いガイ ド ラ イ ン」 によると 、 既設

機関で各種バイ オ燃料を 使用する場合、 混和率により 機関運転および保守メ ン

テナンス制約が発生するので、 例えば、 バイ オ燃料が低混和率に留まる様であ

れば FAM E の利用が優勢と なり 、 混和率が高い設定になれば技術的な制約を

除く 為に H VO の利用が検討さ れう る状況である。  

(提言内容) 

・ 全国で足並みを揃えるべく 、 燃料種類の方針や規定が必要。  
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・ 国内における廃食用油回収スキーム構築に向けた地方自治体と 企業の連携を 後

押し する支援が必要。  

・ 航空業界同様、 供給体制や原料調達スキームへの支援を前提に、 バイ オ燃料等

の供給義務化や燃料転換による削減率（ バイ オ燃料混和率） の規制導入が必

要。   

・ 実証実験に基づく バイ オ燃料使用に関する品質確認の結果周知やそれに基づく

混合率等の上限を 品確法（ 揮発油等の品質の確保等に関する法律） で定義が必

要。  

(効果) 

・ 内航船のバイ オ燃料利用拡大。  

・ 既存燃料と の価格差補助等による運航費コ スト の低減を期待。  

 

② マスバラ ンス方式など国際的な CO 2 認定ルールの整備 

(現状・ 課題) 

・ 国内で精製・ 製造さ れる燃料油、 あるいは海外から 輸入さ れる燃料油へのバイ

オ燃料の混和に関し CO 2 削減認定のルールがない。 多数に上るカ ーボンニュ

ート ラ ル燃料購買者（ 船主、 運航者） ごと に CO 2 削減量を算出するこ と は非

効率。  

(提言内容) 

・ 燃料元売り の段階でマスバラ ンス方式により バイ オ燃料混和量、 CO 2 削減量

を ク レ ジッ ト と し て国内販売価格に均等に割り 振るこ と で価格の公平性も 同時

に確保する。 バイ オ燃料の物理的供給が困難な地域においても ユーザーが費用

面で応分の負担を するこ と で CO 2 削減に貢献し たと みなせるよう な制度の創

出が必要。  

(効果) 

・ ク レジッ ト 活用によるみなし 削減ルールによる全国レ ベルでの公平な費用負担

を 実現でき る。  

 

③ 岸壁から のカ ーボンニュ ート ラ ル燃料を直接給油可能と する制度や

規制緩和の整備 

(現状・ 課題) 

・ 現状、 港湾内でバンカ リ ング可能なタ ンク は既存の油種で占有さ れ、 確保が難

し く なっ ている。 一方、 タ ンク の新設については、 そも そも そのよう な土地が

乏し い上、 あっ たと し ても 、 大規模な設備投資が必要である。  
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・ こ う し たなか、 岸壁に停車し たタ ンク ローリ ーから の船舶への直接給油は、 普

及初期における現実的な選択肢と いえるが、 全国的にも こ れが認めら れた実例

が乏し く 、 調整が必要な関係者も 多い(消防庁、 海上保安庁、 港湾局） ため、

実行が難し い。  

(提言内容) 

・ 岸壁に停車し たタ ンク ローリ ー等から 船舶へ直接給油でき るよう 、 法令解釈の

整備と 窓口の一本化が必要。   

(効果) 

・ カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の利用拡大。  

 

【 陸に関するモビリ ティ ： 気動車、 ト ラ ッ ク 、 バス、 建機等】  

①  軽油と H VO100 の混和や譲渡における規制緩和(軽油認定含む)  

(現状・ 課題) 

・ H VO は、 地方税法で定めら れている「 軽油」 と し ての規格に該当し ない（ 地

方税法第 144 条） 為に、 軽油と の混和は製造行為と 見做さ れ、 燃料供給者が

軽油と H VO を混和する場合、 燃料利用者が H VO を使用する過程で軽油と 混

和さ れてし まう 場合、 および燃料供給者が H VO を 自動車の燃料と し て譲渡

（ 販売を 含む） する場合、 知事の承認が必要(地方税法第 144 条の 32） と な

る。  (例えば、 H VO100 と 軽油と の混和にあたり 、 混和の場所・ 数量・ 性状

等について 10 日前までの申請・ 知事の承認、 混和物の都度の性状分析、 混和

後の実績報告が必要。 ) 

・ 特に H VO100 の普及拡大期には、 H VO100 を給油でき る箇所が限ら れるた

め、 自動車・ 鉄道車両等には H VO100 と 軽油の両方を 給油する場面が発生

し 、 混和が日常的に発生するこ と になるが、 こ のよう な手続き は現実的に対

応でき ないこ と から 、 H VO100 普及の大き な妨げと なっ ている。  

・ 更に、 こ う し た煩雑な手続き の運用が各都道府県税事務所に任さ れ、 個別相談 

が必要と なっ ているこ と が、 市場参加者が増加し ない一因と なっ ている。  

(提言内容) 

・ 軽油と H VO を 混和および譲渡する場合の知事の承認を 不要と するか、 承認手

続き を 大幅に簡素化する。 または、 H VO を税制上で軽油（ 若し く は軽油同

等） と する認定が必要。  

(効果) 

・ 行政および事業者の負担が減るこ と で H VO 利用のコ スト 低減や簡便性に繋が

る。 結果、 供給事業者数、 需要家数と も に拡大するこ と が期待さ れ、 H VO の
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サプラ イ チェ ーン構築が容易と なる。  

 

②  公共工事入札条件に対する H VO 利用の反映 

(現状・ 課題) 

・ 公共工事入札においては、 現状でも 応札者(施工業者)側の各種カ ーボンニュ ー

ト ラ ル取り 組みが加点要素にはなるが、 建設工事機械に H VO を使う 場合は工

事コ スト が大幅に上がる為、 応札価格が競合に比し て大き く 劣るこ と と なり

(逸注)、 建設工事における H VO 使用の拡大に繋がら ない状況。  

(提言内容) 

・ 公共工事において、 (H VO 利用可能な)全ての建設工事機械への H VO 利用を

必須と する入札条件が必要。  

(H VO 燃料単価と 軽油に対する価格差縮小の支援策と セッ ト での実施も 検討

要)  

(効果) 

・ 建設工事ではコ スト が大き な要素であり 、 施工業者側自ら の意思でディ ーゼル

燃料から H VO への変換が進め辛い。 公共工事での H VO 利用を必須と するこ

と で、 国内建設市場での革新的な利用促進(供給網整備含め)を 図る。  

・ カ ーボンニュ ート ラ ル取り 組みの一環と し て世の中に是認さ れる風土を、 先ず

は公共工事で定着さ せていく 。  

 

③  H VO の利用や混和義務化 

(現状・ 課題) 

・ 日本の N D C の達成に向けてモビリ ティ 燃料を 石油系燃料から カ ーボンニュ ー

ト ラ ル燃料へ段階的に転換するこ と が課題と なっ ている。 また、 その実現を 加

速化さ せるためには、 カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の需要規模の確保が重要な課

題であるが、 現在、 具体的なカ ーボンニュ ート ラ ル燃料の需要拡大目標や施策

は講じ ら れていない。  

(提言内容) 

・ 利用者に対し ては軽油使用量の一部を H VO に代替するこ と 、 も し く は、 供給

者に対し て軽油に H VO を 混和し て供給するこ と を 義務化し 、 段階的にその混

和率を 高めて行く のも 一案である。  

・ なお、 それが可能と なる前提と し て、 H VO が混和さ れた軽油の安全性に関す

る共通理解が必要なこ と は、 別の課題と し て認識し ている。  

(効果) 
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・ 段階的に H VO の需要が拡大する結果、 サプラ イ チェ ーンの構築に向けた投資

が促進さ れ、 さ ら なる価格低下が進む。  

 

④  マスバラ ンス方式など国際的な CO 2 認定ルールの整備 

(現状・ 課題) 

・ 日本には、 まだマスバラ ンス方式などの国際的な CO 2 認定ルールが整備さ れ

ておら ず、 カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の需要の確保や創造が出来難い環境であ

る。  

(提言内容) 

・ H VO の供給に対し て、 マスバラ ンス方式などの国際的な CO 2 認定ルールの整

備が必要。  

(効果) 

・ 段階的に H VO の需要の確保ができ て、 H VO の需要拡大と そのサプラ イ チェ

ーンの構築が容易になる。  

 

⑤  H VO 100 および混和燃料の JIS 規格化 

(現状・ 課題) 

・ H VO100 および H VO 混和燃料に関する JIS 規格は未整備であるため、 燃料使

用は使用者の判断に委ねら れている状況であり 、 H VO の需要拡大の阻害要因

になっ ている。  

(提言内容) 

・ H VO100 および H VO 混和燃料の JIS 規格化が必要。  

(効果) 

・ 規格化さ れた燃料を使用するこ と が可能と なり 、 使用者側の導入が容易と なる

為、 H VO の需要拡大が促進さ れる。  

 

⑥  H VO のエネルギー基本計画内での言及・ 位置付け 

(現状・ 課題) 

・ 運輸部門における燃料の脱炭素化と し て、 “バイ オ燃料や合成燃料等” “バイ

オエタ ノ ールやバイ オディ ーゼル” と の記載のみで、 H VO に関する積極的

な記載がない。  

(提言内容) 

・ 次期エネルギー基本計画内で、 運輸部門における燃料脱炭素化の有効な手段と

し て H VO を位置づけ、 普及に必要な対処を 講じ ていく 、 と の記載が必要。  
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(効果) 

・ H VO がエネルギー基本計画内で定義・ 位置づけさ れるこ と により 、 国と し て

H VO を普及さ せる方針が織り 込まれるため、 特に H VO の規格新設や地方税

制法改革など、 横ぐ し の省庁連携が必要な分野に対する対応が容易になる効果

を 期待する 

 

３ －２ ． 補助金 

（ １ ） カ ーボンニュ ート ラ ル燃料のサプラ イ チェ ーン構築について 

（ 燃料アンモニア等分科会）  

① 中国地方の燃料アンモニアサプラ イ チェ ーンの形成に係る設備投資

への支援 

(現状・ 課題) 

・ 二次輸送等を 考慮し た効率的・ 効果的なサプラ イ チェ ーンの構築が可能と なれ

ば、 結果と し てカ ーボンニュ ート ラ ル燃料のコ スト 低減に繋がる。  

・ フ ァ ースト ムーバーに対する拠点整備支援および価格差支援のし く みはある

が、 フ ァ ースト ムーバーと し て整備を受ける一次拠点以降の民間二次拠点（ 受

入、 貯蔵、 払出） 整備や需要家への搬送までのサプラ イ チェ ーン形成に係る支

援は検討さ れていない。  

(提言内容) 

・ リ ージョ ナル・ ムーバーに対するフ ァ ースト ムーバー同様の支援が必要。  

(効果) 

・ 燃料アンモニア等のサプラ イ チェ ーンの拡大による普及促進。  

・ カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の二次拠点以降の需要拡大によるコ スト 低減。  

 

② アンモニア専焼炉の開発に対する支援 

(現状・ 課題) 

・ 中国地方には大量の電力と 熱を 消費する素材型製造業が多いこ と から 、 約 240

万 kW に及ぶ石炭火力発電所（ 自家用） が存在し ており 、 2050 年のカ ーボン

ニュ ート ラ ルに向け、 所有者はそれぞれ対応策を検討中である。  

・ 一方、 小規模なアンモニア専焼ガスタ ービンおよびアンモニア専焼バーナー、

アンモニア専焼工業炉等については、 産学連携による研究開発が進めら れてお

り 、 GI 基金の支援を受けている。  

・ アンモニア専焼ガスタ ービンおよびアンモニア専焼バーナーの開発について

は、 数万 kW ク ラ ス以上の石炭火力発電所（ 自家用） が多く 存在するため、 こ
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れら に対応すべく 、 今後も スケールアッ プに向けた研究・ 開発が必要と なる。

また、 アンモニア専焼工業炉等についても 、 今後は様々な熱加工ニーズに対応

するための研究・ 開発が必要である。  

(提言内容) 

・ アンモニア専焼ガスタ ービンおよびバーナーのスケールアッ プ、 アンモニア専

焼工業炉における熱加工ニーズへの対応等、 研究・ 開発に向けた国・ 自治体か

ら の継続的な支援。  

(効果) 

・ 燃料アンモニアの利用技術拡大、 国内外への展開によるカ ーボンニュ ート ラ ル

の実現と 経済成⻑ の両立に繋がる。  

（ ２ ） ガス体エネルギーの燃料転換について 

（ ガス体エネルギー分科会）  

① ト ラ ンジショ ン期における石炭等から LN G・ LP ガスへの燃料転換

に資する補助金の創設 

(現状・ 課題) 

・ 2050 年までのト ラ ンジショ ン期においては、 石炭等から 天然ガス・ LP ガスへ

の燃料転換を 行う こ と で、 熱需要の低炭素化を 推進するこ と が重要。  

・ 将来的には、 既存イ ンフ ラ や設備を 利用可能な e-methane へ転換するこ と

で、 コ スト を 抑えつつ、 円滑な脱炭素化への移行が期待でき る。  

・ 燃料転換にあたっ ては、 石炭等を利用する地域周辺においてガスイ ンフ ラ が未

整備なこ と も 多い。  

(提言内容) 

・ 地域の産業立地の実態を 踏まえたサテラ イ ト 設備整備やローリ ー輸送コ スト に

対する燃料転換補助金の創設・ 拡充。  

・ GX 経済移行債による政府支援策における製造業の大規模燃料転換支援の継続

および対象（ 設備規模等） の拡充。  

・ 大規模な燃料転換への支援だけでなく 、 中小企業に対する燃料転換支援も 必要

であるため、 脱炭素診断と 設備更新支援を セッ ト と し た支援事業「 SH IFT 事

業」 の対象（ 上限金額等） 拡大による支援が必要。  

(効果) 

・ まずは熱需要の低炭素化を進めると と も に、 将来的には e-methane による円

滑な脱炭素社会への移行が可能と なる。  

 

② 国内での e-methane 製造支援 
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(現状・ 課題) 

・ 国内での e-methane 製造は、 地域にある原料(副生水素・ CO 2)の確保および既

存イ ンフ ラ の活用により 、 早期に実現するこ と が可能。  

・ 地域の企業間で連携するこ と で、 副生水素や CO 2 を地域資源と し て効果的に

活用するこ と により 、 地域の産業競争力や雇用の維持も 期待でき る。  

(提言内容) 

・ e-methane 製造プラ ント の建設・ 運転に係る費用および原料の調達・ 貯蔵等へ

の支援が可能と なる広範囲の補助金制度が必要。  

(効果) 

・ エネルギー自給率の向上による供給安定性の確保。  

 

（ ３ ）  液体燃料の燃料転換について（ 液体燃料分科会）  

【 空に関するモビリ ティ ： 航空機等】  

① 国産 SAF と ジェ ッ ト 燃料の燃料費差を埋める補助 

(現状・ 課題) 

  SAF 製造側に対するプラ ント 製造等の初期投資や製造過程におけるラ ンニン

グコ スト への支援を 、 業界団体である定期航空協会が要望し ている。  

  上記の支援が実現し たと し ても 、 従来ジェ ッ ト 燃料と 比較すると 高値と なり

国際競争力のある価格と は乖離が予想さ れるため、 市場導入初期の段階で

は、 製造側への支援だけでなく 利用側への支援も 必要。  

(提言内容) 

  SAF のジェ ッ ト 燃料と の値差に着目し た利用側への導入イ ンセンティ ブ、 導

入促進策（ Scope3 の需要創出、 利用者が適正に評価さ れる環境整備等） が必

要。  

(効果) 

・ SAF 価格の低廉化 

 

② 国産 SAF 製造に係る初期投資、 製造ラ ンニングコ スト への補助継

続と 更なる支援 

(現状・ 課題) 

  令和 6 年度の経済産業省、 資源エネルギー庁において、 GX 移行債を 原資と し

た SAF の製造・ 供給体制構築に向けた支援（ CAPEX 支援） や、 SAF の生

産・ 販売量に応じ た税額控除措置（ 戦略分野国内生産促進税制） 等の支援措
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置がなさ れたと こ ろ 。 原料調達において日本のエネルギーセキュ リ ティ を踏

まえた支援が未整備。  

  今後、 原料調達コ スト 高騰が見込まれており 、 化石燃料由来のジェ ッ ト 燃料

と SAF の更なるコ スト 差が生じ ると 考えている。  

(提言内容) 

  更なる SAF 製造側に対する支援の深堀（ 貯油タ ンク 、 製造等初期投資

（ CAPEX 支援)/製造過程ラ ンニングコ スト への支援（ OPEX 支援）、 SAF 原

料の国内利用促進のための価格差支援、 戦略物資税制の拡充等） が必要。  

  国内未利用原料活用に向けた設備投資支援、 輸入原料と の価格差支援が必

要。  

(効果) 

  SAF 原料の国内利用率（ 調達率） の向上 

  SAF 価格の低廉化 

 

③ 輸入 SAF 受入・ 供給網の整備  

(現状・ 課題) 

  足元国内では航空燃料の供給不足が全国各地で発生し ており 、 2024 年夏に

「 航空燃料供給不足に対する行動計画」 を と り まと め、 本行動計画に基づき

航空燃料の供給不足状態解消に向けた対策を進めていく 必要がある。  

  2030 年までに日本離発着の国際線および国内線による SAF 需要量は、 国産

SAF 供給量を 上回る可能性がある。 その場合においても 海外から の製品輸入

で補填する必要があり 、 その受入・ 供給体制の構築も 必要。 海外から の製品

受入体制を構築するために必要だと 考えら れる設備の概要は下記の通り 。  

1. 桟橋・ ・ ・ 海外から の船舶など大型船に対応可能桟橋の整備（ 既存設備の

転用も し く は新設）  

2. タ ンク ・ ・ ・ 5,000-10,000mt の製品保管が可能なタ ンク および既存ジェ ッ

ト 燃料と 100% SAF を 混合するためのタ ンク  

3. 品質調整剤添加装置・ ・ ・ 海外生産品のスペッ ク を 、 添加剤投入によっ て

安定さ せるための装置 

4. ローリ ー・ ・ ・ 2024 年問題、 製油所の統合閉鎖や SAF 製造拠点までの距離

伸⻑ などによるローリ ー不足への対応 

(提言内容) 

・ 2024 年夏にと り まと めら れた「 航空燃料供給不足に対する行動計画」 におけ

る航空燃料の受入・ 供給体制構築に向けた設備投資補助は、 将来必要と なる輸
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入 SAF を包括し た支援が必要。  

(効果) 

・ 海外生産品受入拠点を 中国地方に整備でき れば、 中国・ 四国地方および九州一

帯をカ バーする海外産 SAF 供給拠点と し ての活用が期待さ れる。  

 

④ 輸入 SAF の燃料費差を埋める補助 

(現状・ 課題) 

・ また 2030 年以降も 航空燃料の需要は右肩上がり で増加するこ と が想定さ れて

おり 、 その増加に対する脱炭素化の対応策の主流は SAF の利用であるこ と が

SAF の官民協議会でも 提示さ れている。 従い、 国産 SAF で賄いき れない需要

を 補完するため輸入 SAF が不可欠であるが、 補助を 得た国産 SAF と 補助のな

い輸入 SAF の価格差が発生すると 安定し た SAF の供給と はなら ない。  

(提言内容) 

・ 国産 SAF と の値差が発生し た場合は国産 SAF と 同程度と なる価格補助が必

要。  

(効果) 

・ 航空事業者が必要な SAF を航空燃料の需要に合わせて競争力のある価格で国

産・ 輸入の選択購入でき るよう になり 、 安定し た SAF の確保に繋がり 、 計画

に沿っ た脱炭素化が可能と なる。  

 

【 海に関するモビリ ティ ： 船舶等】  

① カ ーボンニュ ート ラ ル燃料単価と 重油・ 軽油に対する価格差縮小の

支援 

(現状・ 課題) 

・ 船舶での利用が期待さ れている FAM E や H VO の中で、 特に H VO は支援制

度や利用義務のある欧米諸国が需要地である。 こ れら 地域の価格がベンチマー

ク と なっ て、 H VO やその原料(廃食用油等)が取引さ れている。  

・ こ の結果、 FAM E や H VO の原料である廃食用油の国際価格は、 軽油価格よ

り 高い水準で推移し ている。 海外産原料に依存せざるを得ない日本では、 軽油

と こ れら 燃料の価格差は容易に埋まるも のではない。  

・ 国際的な経済競争力の観点において、 こ の価格差を コ スト に転嫁するこ と は困

難。  

(提言内容) 

・ 既存燃料と の価格差補助（ 導入企業へのイ ンセンティ ブや補助金による価格補
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填などの導入） が必要。  

(効果) 

・ 既存燃料と の価格差縮小により カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の導入が容易にな

り 、 需要が拡大。  

・ 結果と し て、 サプラ イ チェ ーン構築に向けた投資意欲が促進さ れ、 さ ら なる価

格低下が進む。  

 

② サプラ イ チェ ーン構築に伴う 設備投資支援 

（ タ ンク 、 ローリ ーなど）  

(現状・ 課題) 

・ FAM E や H VO の使用初期段階においては需要規模が限定的であり 、 燃料供

給事業者の既存設備の転用が可能ではあるも の既存燃料用と し て使用し ている

ため、 実際には設備投資が必要なケースが多い。  

・ 現状、 FAM E や H VO の需要見通し は不透明で、 設備投資は採算が合わな

い。  

(提言内容) 

・ 燃料供給事業者の H VO 用タ ンク 、 出荷配管・ 設備の設置に対する投資支援が

必要。  

(効果) 

・ 需要家が利用し やすい価格帯での提供が可能と なり 、 カ ーボンニュ ート ラ ル燃

料の段階的な需要量拡大でも サプラ イ チェ ーン構築が進み、 H VO 専用設備が

増加するこ と で需要増加効果が期待でき る。 需要が増加すれば既存設備の一部

を 転用でき 、 それ以降の設備投資支援の段階的縮小も 可能と なる。  

 

【 陸に関するモビリ ティ ： 気動車、 ト ラ ッ ク 、 バス、 建機等】  

① H VO 燃料単価と 軽油に対する価格差縮小の支援 

(現状・ 課題) 

・ H VO は、 支援制度や利用義務のある欧米諸国が需要地である。 こ れら 地域の

価格がベンチマーク と なっ て、 H VO やその原料(廃食用油等)が取引さ れてい

る。  

・ こ の結果、 H VO の原料である廃食用油の国際価格は、 軽油価格より 高い水準

で推移し ている。 海外産原料に依存せざるを得ない日本では、 軽油と H VO の

価格差は容易に埋まるも のではない。  
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・ また、 こ の価格差の故に需要が立ち上がら ず、 投資が行われないために、 軽油

と 比べて脆弱(高コ スト )なサプラ イ チェ ーンが温存さ れている。  

(提言内容) 

・ H VO と 軽油の価格差縮小に向けた支援や補填（ 炭素税制度導入も 含む） が必

要。  

(効果) 

・ H VO の需要が拡大する結果、 サプラ イ チェ ーンの構築に向けた投資が促進さ

れ、 さ ら なる価格低下が進む。  

 

② サプラ イ チェ ーン構築に伴う 設備投資支援 

（ タ ンク 、 ローリ ーなど）  

(現状・ 課題) 

・ H VO は SAF を 生産する際に併産さ れるこ と から 、 SAF 国産化の事業性を 担

保するには SAF 製造拠点から H VO を 利活用するこ と が重要。  

・ H VO の使用初期段階においては需要規模が限定的であり 、 燃料供給事業者の

既存設備の転用が可能ではあるも の既存燃料用と し て使用し ているため、 実際

には設備投資が必要なケースが多い。 一方で H VO の需要が少なく 、 設備投資

は採算が合わない。  

(提言内容) 

・ 燃料供給事業者の H VO 用タ ンク 、 出荷配管・ 設備の設置に対する投資支援が

必要。  

(効果) 

・ H VO の段階的な需要量拡大でも H VO のサプラ イ チェ ーン構築が可能と な

り 、 H VO 専用設備が増加するこ と で需要増加効果が期待でき る。  

また、 需要が増加すれば既存設備の一部を 転用でき 、 それ以降の設備投資支援

の段階的縮小も 可能と なる。  
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３ －３ ． 税制 

（ １ ） カ ーボンニュ ート ラ ル燃料のサプラ イ チェ ーン構築について 

（ 燃料アンモニア等分科会）  

・ なし  

 

（ ２ ） ガス体エネルギーの燃料転換について 

（ ガス体エネルギー分科会）  

・ なし  

 

（ ３ ） 液体燃料の燃料転換について（ 液体燃料分科会）  

【 陸に関するモビ リ ティ ： 気動車、 ト ラ ッ ク 、 バス、 建機等】  

① H VO 利用による免税措置 

(現状・ 課題) 

・ H VO を公道走行車両で使用する場合には、 軽油と 同様に軽油引取税が課税さ

れる。 そのこ と 自身は理解でき るが、 上記「 ３ －２ ． 補助金 【 陸に関するモ

ビリ ティ 】  ① H VO 燃料単価と 軽油に対する価格差縮小の支援」 で提起し

た「 価格差縮小の支援」 のための方法の一つと し ての検討をお願いする。  

(提言内容) 

・ 環境対策のための燃料転換のため、 H VO の取扱いにおいては、 すべから く 、

軽油引取税の免税対象と する。  

(効果) 

・ H VO のコ スト が抑制さ れるこ と で H VO の需要が拡大する結果、 サプラ イ チ

ェ ーンの構築に向けた投資が促進さ れ、 さ ら なる価格低下が進む。  
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４ ． 提言の実現に向けた具体的な要望項目 

～ 2030 年以降に必要と なる政策に関する提言 ～ 

 

４ －１ ． 規制緩和・ し く みづく り  

（ １ ） カ ーボンニュ ート ラ ル燃料のサプラ イ チェ ーン構築について 

（ 燃料アンモニア等分科会）  

①  国主導によるカ ーボンニュ ート ラ ル燃料の量の確保に向けたし く

みづく り  

・ 需要家がカ ーボンニュ ート ラ ル燃料を安心し て使用するためには、 必要と する

量を、 経済性のある価格で、 継続的に購入でき るし く みが必要である。  

・ カ ーボンニュ ート ラ ル燃料のサプラ イ チェ ーン構築や価格に向けては、 国によ

るフ ァ ースト ムーバーへの拠点整備支援および価格差支援に向けた取り 組みが

進捗し ているが、 需要家が利用し ていく ために十分な量のカ ーボンニュ ート ラ

ル燃料の確保、 また燃料供給途絶リ スク を 低減するための備蓄に係る検討は不

十分。  

・ 特にト ラ ンジショ ン期は、 フ ァ ースト ムーバーによるカ ーボンニュ ート ラ ル燃

料の安定的調達に限り があるため、 国による燃料の確保や輸送、 なら びにフ ァ

ースト ムーバーに続く セカ ンド ムーバーおよびリ ージョ ナル・ ムーバーに向け

た拠点整備支援や価格差支援等が必要である。  

・ また、 カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の供給途絶リ スク を 低減するためには、 国家

石油備蓄基地や国家石油ガス備蓄基地と 同様の国家備蓄に係る し く みづく り も

必要である。  

 

②  既存の工業炉にアンモニアを混焼・ 専焼する場合の保安等ルール

整備 

・ 原料アンモニアの小規模利用は 20 世紀に始まっ ているこ と から 、 アンモニア

利用についてのノ ウハウは蓄積さ れており 、 利用者に向けたルールも 整備済で

ある。  

・ 一方で、 アンモニア専焼工業炉開発については 2030 年代前半には実用化が見

込まれる中、 大量のアンモニア利用に必要な保安等ルールの整備や数多く の利

用者に対する的確な周知が求めら れる。  
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（ ２ ） ガス体エネルギーの燃料転換について（ ガス体エネルギー分科

会）  

・ なし  

 

（ ３ ） 液体燃料の燃料転換について（ 液体燃料分科会）  

・ バイ オ燃料および合成燃料需給拡大、 カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の原料供給拡

大に必要な支援（ 足元のバイ オ燃料普及の取り 組み状況、 合成燃料や原料調達

に関する国内の議論の状況に応じ て、 適切なタ イ ミ ングで提言案を策定予

定）。  

 

４ －２ ． 補助金 

（ １ ） カ ーボンニュ ート ラ ル燃料のサプラ イ チェ ーン構築について 

（ 燃料アンモニア等分科会）  

① アンモニア専焼設備の導入に対する支援 

・ アンモニア専焼発電所や、 アンモニア専焼工業炉等、 カ ーボンニュ ート ラ ル燃

料へのト ラ ンジショ ンが始まる一方で、 アンモニア専焼機器は既存化石燃料を

使用し た専焼機器に比べ割高であり 、 規模の小さ な事業者にと っ ては、 購入に

向けて高いハード ルと なる可能性が高い。 燃料アンモニア専焼機器等へのト ラ

ンジショ ンを 速やかに推進し ていく ためには、 事業者による燃料アンモニア専

焼機器への更新等に向けた支援が必要である。  

 

（ ２ ） ガス体エネルギーの燃料転換について 

（ ガス体エネルギー分科会）  

① 石炭等から LNG・ LP ガスへの燃料転換に資する補助金の継続 

・ 2030 年以降も 引き 続き 、 石炭等から 天然ガス・ LP ガスへの燃料転換を行う こ

と で、 熱需要の低炭素化を推進するこ と が重要。  

・ 将来的には、 既存イ ンフ ラ や設備を 利用可能な e-methane へ転換するこ と

で、 コ スト を 抑えつつ、 円滑な脱炭素化への移行が期待でき る。  

・ 地域の産業立地の実態を 踏まえた継続し た燃料転換補助金が必要。  

 

② e-methane の導入・ 普及に向けた中⻑ 期的な支援 

・ 第 6 次エネルギー基本計画で掲げる 2050 年の e-methane 90％導管注入と いう

高い目標の実現に向けては、 全国の都市ガス事業に関わる事業者が積極的に取

り 組む必要がある。  
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・ フ ァ ースト プロジェ ク ト に対する支援だけでなく 、 地方のガス事業者も e-

methane 製造拠点の整備、 e-methane の調達ができ るよう に、 継続し た支援が

必要。  

 

③ e-methane のサプラ イ チェ ーンの構築 

・ 原材料調達から e-methane 利用までの企業間連携が必要。  

・ 将来的には海外メ タ ネーショ ンと 国内メ タ ネーショ ンを組み合わせたサプラ イ

チェ ーンの複線化が求めら れる。  

・ e-methane と 既存燃料と の価格差に着目し た支援策と し て、 継続し た補助金制

度が必要。  

 

（ ３ ） 液体燃料の燃料転換について（ 液体燃料分科会）  

・ バイ オ燃料および合成燃料需給拡大、 カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の原料供給拡

大に必要な支援（ 足元のバイ オ燃料普及の取り 組み状況、 合成燃料や原料調達

に関する国内の議論の状況に応じ て、 適切なタ イ ミ ングで提言案を策定予

定）。  

 

４ －３ ． 税制 

（ １ ） カ ーボンニュ ート ラ ル燃料のサプラ イ チェ ーン構築について 

（ 燃料アンモニア等分科会）  

・ なし  

 

（ ２ ） ガス体エネルギーの燃料転換について（ ガス体エネルギー分科

会）  

・ なし  

 

（ ３ ） 液体燃料の燃料転換について（ 液体燃料分科会）  

・ バイ オ燃料および合成燃料需給拡大、 カ ーボンニュ ート ラ ル燃料の原料供給拡

大に必要な支援（ 足元のバイ オ燃料普及の取り 組み状況、 合成燃料や原料調達

に関する国内の議論の状況に応じ て、 適切なタ イ ミ ングで提言案を策定予

定）。  

 

以 上 
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